
 独立行政法人国際協力機構（法人番号9010005014408）の役職員の報酬・給与等について（令和７年度）

Ⅰ 役員報酬等について

1　役員報酬についての基本方針に関する事項

　
③ 法人の長

副理事長

理事

  ①  役員報酬の支給水準の設定についての考え方

当法人の役員報酬は、外務省からの運営費交付金に加え、国会の議決を経て承認された政府関係機関予
算から支出していることから、役員報酬の支給水準については、他政府関係機関の考え方も参考にしつつ、
国家公務員指定職の報酬に準じている。

  ② 令和７年度における役員報酬についての業績反映のさせ方（業績給の仕組み及び導入
　　実績を含む。）

役員報酬基準は、独立行政法人国際協力機構役員給与規程に則り、本俸及び諸手当（地域手当、通勤手
当及び特別手当）としている。法人の長については、本俸は1,193,000円、地域手当は本俸に100分の20を乗
じて得た額（238,600円）とした。また、特別手当は本俸等に応じて定まる額（注1）に、一般職の職員の給与に
関する法律（昭和25年法律第95号。以下「一般職給与法」という。）第19条の4及び第19条の7に定める支給
割合を合算して得た割合（注2）及び基準日以前6箇月以内の在職期間に応じた割合を乗じて得た額とした。
　なお、令和7年度では、人事院勧告を参考にしつつ、年間の特別手当の支給月数を0.05箇月引き上げた。

注1：本俸及び地域手当の月額並びに本俸の月額に100分の25を乗じて得た額並びに本俸及び地域手当の
月額に100分の20を乗じて得た額の合計額。
注2：実績は、6月は100分の172.5（1.725箇月）、12月は100分の177.5（1.775箇月）。

役員報酬基準は、独立行政法人国際協力機構役員給与規程に則り、本俸及び諸手当（地域手当、通勤手
当及び特別手当）としている。副理事長については、本俸は1,027,000円、地域手当は本俸に100分の20を乗
じて得た額（205,400円）とした。また、特別手当は本俸等に応じて定まる額（注1）に、一般職給与法第19条の
4及び第19条の7に定める支給割合を合算して得た割合（注2）及び基準日以前6箇月以内の在職期間に応じ
た割合を乗じて得た額とした。
　なお、令和7年度では、人事院勧告を参考にしつつ、年間の特別手当の支給月数を0.05箇月引き上げた。

注1：本俸及び地域手当の月額並びに本俸の月額に100分の25を乗じて得た額並びに本俸及び地域手当の
月額に100分の20を乗じて得た額の合計額。
注2：実績は、6月は100分の172.5（1.725箇月）、12月は100分の177.5（1.775箇月）。

　役員報酬基準は、独立行政法人国際協力機構役員給与規程に則り、本俸及び諸手当（地域手当、通勤手
当及び特別手当）としている。理事については、本俸は888,000円、地域手当は本俸に100分の20を乗じて得
た額（177,600円）とした。また、特別手当は本俸等に応じて定まる額（注1）に、一般職給与法第19条の4及び
第19条の7に定める支給割合を合算して得た割合（注2）及び基準日以前6箇月以内の在職期間に応じた割
合を乗じて得た額とした。
　なお、令和7年度では、人事院勧告を参考にしつつ、年間の特別手当の支給月数を0.05箇月引き上げた。

注1：本俸及び地域手当の月額並びに本俸の月額に100分の25を乗じて得た額並びに本俸及び地域手当の
月額に100分の20を乗じて得た額の合計額。
注2：実績は、6月は100分の172.5（1.725箇月）、12月は100分の177.5（1.775箇月）。

役員（監事を除く。）の本俸月額及び特別手当（賞与）の額は、主務大臣が行う業績評価の結果等を勘案のう
え、その者の職務実績等に応じて理事長が決定する評価に基づき、これを変更することができることとし、役
員の業績及び法人の業務の実績を役員報酬に反映させる枠組みを導入している。
なお、令和7年度において加算又は減算を行った役員はいない。



監事

監事（非常勤）

理事（非常勤）

役員報酬基準は、独立行政法人国際協力機構役員給与規程に則り、非常勤役員手当（日額60,000円）及び
通勤手当としている。
　なお、令和7年度においては該当者なし。

役員報酬基準は、独立行政法人国際協力機構役員給与規程に則り、本俸及び諸手当（地域手当、通勤手
当及び特別手当）としている。監事については、本俸は801,000円、地域手当は本俸に100分の20を乗じて得
た額（160,200円）とした。また、特別手当は本俸等に応じて定まる額（注1）に、一般職給与法第19条の4及び
第19条の7に定める支給割合を合算して得た割合（注2）及び基準日以前6箇月以内の在職期間に応じた割
合を乗じて得た額とした。
　なお、令和7年度では、人事院勧告を参考にしつつ年間の特別手当の支給月数を0.05箇月引き上げた。

注1：本俸及び地域手当の月額並びに本俸の月額に100分の25を乗じて得た額並びに本俸及び地域手当の
月額に100分の20を乗じて得た額の合計額。
注2：実績は、6月は100分の172.5（1.725箇月）、12月は100分の177.5（1.775箇月）。

役員報酬基準は、独立行政法人国際協力機構役員給与規程に則り、非常勤役員手当（日額60,000円）及び
通勤手当としている。



２　役員の報酬等の支給状況
令和７年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

23,999 17,179 6,820 0
（　　　　）

千円 千円 千円 千円

20,657 14,789 5,868 0
（　　　　）

※

千円 千円 千円 千円

18,037 12,787 5,075 175
（通勤手当）

※

千円 千円 千円 千円

17,995 12,787 5,075 133
（通勤手当）

◇

千円 千円 千円 千円

17,980 12,787 5,075 118
（通勤手当）

※

千円 千円 千円 千円

17,952 12,787 5,075 90
（通勤手当）

※

千円 千円 千円 千円

8,634 6,012 2,434 188
（通勤手当）

9月30日 ※

千円 千円 千円 千円

7,207 6,394 772 41
（通勤手当）

10月1日 ※

千円 千円 千円 千円

8,521 6,012 2,434 75
（通勤手当）

9月30日 ※

千円 千円 千円 千円

7,166 6,394 772 0
（　　　　）

10月1日 ※

千円 千円 千円 千円

8,726 6,178 2,501 47
（通勤手当）

9月30日 ◇

千円 千円 千円 千円

9,044 6,394 2,574 76
（通勤手当）

10月1日 ◇

千円 千円 千円 千円

8,755 6,178 2,501 76
（通勤手当）

9月30日 ◇

千円 千円 千円 千円

9,034 6,394 2,574 66
（通勤手当）

10月1日 ◇

千円 千円 千円 千円

16,173 11,534 4,578 61
（通勤手当）

※

千円 千円 千円 千円

16,250 11,534 4,578 138
（通勤手当）

千円 千円 千円 千円

5,750 5,741 0 9
（通勤手当）

注１：「その他」欄には手当等が支給されている場合は、例えば通勤手当の総額を記入する。
注２：「前職」欄には、役員の前職の種類別に以下の記号を付す。
　　　 退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後
       独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄

J理事

K理事

C監事
（非常勤）

B監事

L理事

A監事

I理事

就任・退任の状況
役名

その他（内容）

副理事長

F理事

E理事

D理事

C理事

G理事

H理事

法人の長

A理事

B理事

前職



３　役員の報酬水準の妥当性について
【法人の検証結果】
　法人の長

副理事長

　理事

　監事

【主務大臣の検証結果】

　当法人の使命は、「開発協力大綱の下、人間の安全保障と質の高い成長を実現すること」であり、「信頼で
世界をつなぐ」というビジョンの下、人々が明るい未来を信じ多様な可能性を追求できる、自由で平和かつ豊
かな世界を希求し、パートナーと手を携えて信頼で世界をつなぐ取り組みを実施することにある。そのため、
技術協力・資金協力等を通じて、開発途上国の経済・社会の開発や復興等を支援している。
　同使命を遂行するにあたり、理事長には、国際情勢や国際的開発課題等に関して広い視野と適切な理解
を有し、かつ、当法人を代表し、重要な経営方針の意思決定を行うとともに、その所掌業務全般及び組織運
営の統括を担当する知見が求められる。理事長の報酬は、国家公務員の指定職（7号俸：令和7度俸給月額
1,153,000円に本府省調整業務手当51,800円を加えた1,204,800円）を参考にしているが、類似の業務を実施
している国際機関の長の報酬と比較すると、その水準はさらに低くとどめている。

　理事には、国際情勢や国際的開発課題等に関して広い視野と適切な理解を有し、かつ、理事長と副理事
長を補佐し、組織運営一般、開発援助実務等を掌理する知見が求められる。理事の報酬水準は、国家公務
員の指定職（4号俸：令和7年度俸給月額933,000円に本府省調整業務手当51,800円を加えた984,800円）を
参考にしているが、類似の業務を実施している国際機関の役員の報酬と比較すると、その水準は低くとどめて
いる。

　監事は、当法人の業務を監査し、健全な業務運営を確保するとともに良質な統治体制の確立に寄与する責
務を有する。また、監査結果を主務大臣及び理事長に報告し、必要と認めるときは、理事長又は主務大臣に
意見を提出するなどの措置を講じることが求められる。監事の報酬水準は、国家公務員の指定職（2号俸:令
和7年度俸給月額794,000円に本府省調整業務手当51,800円を加えた845,800円）を参考にしているが、当法
人と類似の業務を実施している政府関係機関の常勤監事の年間報酬額と比較すると、その水準は低くとどめ
ている。

　役員の年間報酬は、基本的に国家公務員の水準に準じている。類似業務を実施する国際機関や、金融系
の政府関係機関の水準を下回っているものの、類似の組織規模の独立行政法人等との比較においてはおお
むね妥当な水準といえる。

　副理事長には、国際情勢や国際的開発課題等に関して広い視野と適切な理解を有し、かつ、当法人を代
表し、理事長を補佐して重要な運営方針の意思決定に参画するとともに、所掌業務全般及び組織運営の統
括を担当する知見が求められる。副理事長の報酬水準は、国家公務員の指定職（5号俸：令和7年度俸給月
額1,006,000円に本府省調整業務手当51,800円を加えた1,057,800円）を参考にしているが、類似の業務を実
施している国際機関の上級役員の報酬と比較すると、その水準は低くとどめている。



４　役員の退職手当の支給状況（令和７年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

9,092 6 7 令和6年5月22日 1.2 ※

千円 年 月

4,176 3 4 令和5年9月30日 1.2 ※

千円 年 月

2,306 2 0 令和6年11月30日 1.1 ※

注：「前職」欄には、退職者の役員時の前職の種類別に以下の記号を付す。
　　　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、該当がない場合は空欄。　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後

　独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄
注：副理事長の「法人での在職期間」には前職理事分も含む。

５　退職手当の水準の妥当性について
【主務大臣の判断理由等】

区分

６　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

　本俸月額及び特別手当について、当該役員の職務実績等に応じて、増額又は減額することができ
ることとしており、今後も見直しの予定はない。

法人及び個人の業績等を踏まえ、「独立行政法人の役員の退職金に係る業績勘案率の算定ルールについて」（平成27年5月25日総務

大臣決定）に基づき、年度評価における理事の職務に係る担当業務の評定等を用いて、業績勘案率を1.1と決定した。

注：「判断理由」欄には、法人の業績、担当業務の業績及び個人的な業績の検討結果を含め、業績勘案率及
び退職手当支給額の決定に到った理由等を具体的に記入する。

理事B

副理事長

法人での在職期間

理事A

理事A

理事B

判断理由
法人及び個人の業績等を踏まえ、「独立行政法人の役員の退職金に係る業績勘案率の算定ルールについて」（平成27年5月25日総務

大臣決定）に基づき、年度評価における副理事長の職務に係る担当業務の評定等を用いて、業績勘案率を1.2と決定した。

法人及び個人の業績等を踏まえ、「独立行政法人の役員の退職金に係る業績勘案率の算定ルールについて」（平成27年5月25日総務

大臣決定）に基づき、年度評価における理事の職務に係る担当業務の評定等を用いて、業績勘案率を1.2と決定した。

副理事長



Ⅱ 職員給与について
１　職員給与についての基本方針に関する事項

　③　 給与制度の内容

　①　職員給与の支給水準の設定等についての考え方

　②　職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方
　　（業績給の仕組み及び導入実績を含む。）

　当法人の職員のうち、語学力や折衝・調整能力に加え、高い専門性が必要な職種について
は、大卒のみならず大学院卒の人材を積極的に確保する必要がある。こうした職種の人材層
は、新卒採用では民間企業、特に総合商社等と、経験者採用では国際機関等と競合してお
り、人材を確保するためには相応の給与水準が必要。上記の特性を勘案しつつも、国家公務
員の給与水準も十分考慮し、職員給与の支給水準を設定している。
  例えば、国家公務員の給与月額は35歳（本府省課長補佐）489,360円、50歳（本府省課長）
857,720円であるのに対し、当法人は35歳（本部主任調査役）473,737円、50歳（本部次長）
762,768円となっている（詳細はⅡ4モデル給与参照）。
  また、令和8年度の初任給月額（東京勤務）では、国家公務員では、総合職（大卒_行政職
(一)）301,200円、同（院卒_行政職（一））317,520円（※）、総合商社では、総合職（大卒）
330,000円～350,000円、同（院卒）365,000円～385,000円であるのに対し、当法人では、総合
職（大卒）292,358円、同（院卒）301,422円である。

※　令和7年度国家公務員行政職（一）俸給表及び人事院規則に基づき、当機構で算出
     （「初任給＋地域手当（20%）＋本府省業務調整手当」）。

      

      

　中期計画に基づく毎事業年度の計画の達成状況及び業務実績を踏まえて各職員の人事
評価を実施し、評価結果を賞与及び昇給・昇格に反映している。具体的には以下のとおり。
・1年に一度行われる勤務評価に基づき、翌期の賞与における査定率が適用される。
・1年間の勤務評価が、翌年度の昇給・昇格に反映される。

　独立行政法人国際協力機構職員給与規程及び独立行政法人国際協力機構在外職員等
給与規程に則り、基本給及び諸手当（扶養手当、特別都市手当、住居手当、通勤手当、単身
赴任手当、国際緊急援助手当、寒冷地手当、超過勤務手当、宿日直手当、賞与、在勤手当）
としている。
　賞与については、基本給等に応じて定まる額（注1）に支給月数（注2）及び基準日以前6箇
月以内の在職期間に応じた割合及び調整係数を乗じて得た額としている。
　
注1：固定賞与基準額は、基本給の月額に100分の60を乗じて得た額及びその額に等級加算
割合を乗じて得た額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する特別都市手当の月額合計
額。
　査定賞与基準額は、基本給の月額に100分の40を乗じて得た額及びその額に等級加算割
合を乗じて得た額並びにこれらに対する特別都市手当の月額の合計額。加えて、その者の勤
務評価に応じて定める査定率を乗じる。
注2：実績は、6月は100分の230（2.30箇月）、12月は100分の235（2.35箇月）。



　④　 給与制度の令和７年度における主な改定内容

２　職員給与の支給状況等

　①　常勤職員の数

注：常勤の在外職員、任期付職員及び再雇用職員（再任用職員）を含む全ての常勤職員の総数

　②　職種別支給状況

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

945 45.5 9,214 6,630 158 2,584
人 歳 千円 千円 千円 千円

945 45.5 9,214 6,630 158 2,584
人 歳 千円 千円 千円 千円

253 42.4 15,715 13,903 0 1,812
人 歳 千円 千円 千円 千円

34 48 6,746 4,883 155 1,863
人 歳 千円 千円 千円 千円

34 48 6,746 4,883 155 1,863
人 歳 千円 千円 千円 千円

7 63.8 5,893 4,326 269 1,567
人 歳 千円 千円 千円 千円

7 63.8 5,893 4,326 269 1,567
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当なし

注１：常勤職員については、在外職員、任期付職員及び再雇用職員（再任用職員）を除く。

注２：「再雇用職員」とあるのは、行政執行法人にあっては「再任用職員」とする。
注３：「年間給与額」は、時間外手当を除く給与の額

非常勤職員

事務・技術

再雇用職員

在外職員

任期付職員

事務・技術

区分

常勤職員

うち賞与平均年齢

全常勤職員（令和８年４月１日時点）：2,119 人

事務・技術

令和7年度では、人事院勧告を参考にしつつ、特別都市手当の支給割合と支給地域を拡
大、本府省業務調整手当相当の基本給を引き上げた。また、俸給表改定及び年間の賞与の
支給月数を0.05箇月引き上げた。

うち所定内

うち同一の職種等により通年で給与が支給された職員（対象常勤職員）：1,239人

令和７年度の年間給与額（平均）

総額
人員



注１：②の年間給与額から通勤手当等を除いた状況である。以下、⑤まで同じ。

注２：該当の職種において任期付職員及び年俸制適用職員が在籍する場合は、その取扱いを記載する。

平均
人 歳 千円

149 47.1 11,278 14,675　～ 7,366

517 42.2 7,291 11,100　～ 4,423

夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

56.9 58.1 57.5

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 43.1 41.9 42.5

％ ％ ％

         最高～最低 54.5 ～31.8 53.0～30.6 53.8～31.2

％ ％ ％

59.5 60.6 60.1

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 40.5 39.4 39.9

％ ％ ％

         最高～最低 50.0 ～28.6 48.7 ～27.7 49.3～28.1 

④

③

⑤

最高～最低

賞与（令和７年度）における査定部分の比率（事務・技術職員）

年齢別年間給与の分布状況（事務・技術職員）〔在外職員及び再雇用職員を除く。以下、⑤まで同じ。〕

平均年齢人員

一律支給分（期末相当）

職位別年間給与の分布状況（事務・技術職員）

分布状況を示すグループ

　代表的職位
　 ・本部課長
　 ・本部係員

千円

年間給与額

区分

管理
職員

一般
職員

一律支給分（期末相当）



３　給与水準の妥当性の検証等

○事務・技術職員

対国家公務員
指数の状況

　国に比べて給与水準が
　高くなっている理由

２．高度の専門性及び類似業務の給与水準

　開発途上国が抱える問題の分析、プロジェクトの企画・審査、開発途上国政府との交
渉や国際機関との連携・人事交流、日本政府の政策や戦略の実現に向けた多岐にわ
たる関係者との調整等を担うため、当法人の職員には修士や博士の学位取得者が一
般的である国際機関職員と同様、高いレベルでの折衝・調整能力、専門性、そして語
学力が求められている。そのため当法人の大学院卒以上の者の人数は800人以上
（全職員数の約4割）である。こうした中核的な人材は、新卒採用では総合商社や金融
機関等と、経験者採用では国際機関等と競合していることから、人材確保のために合
理的な給与水準とする必要がある。

３．援助機関としての職員構成

国際機関や他国援助機関においては、援助の実施にあたり高度な専門性が必要とさ
れることから、職員全体のうち8割以上を相対的に給与水準が高い専門職員が占め、
定型業務やアナリスト等が行う専門的なサポート業務については、コンサルタント等の
外部人材を積極的に活用している。

1．在職地域・学歴の構成

比較対象の国家公務員行政職（一）適用者※1に比べ、都市部在職者及び大学卒以
上の者の比率が高く、対国家公務員指数は120.7と高くなっている。

※1　国家公務員高卒者試験の採用者も含み指定職（局長等）は含まない。
※2　令和7年 給与公表比較対象者
※3　令和7年 国家公務員給与等実態調査 第10表
※4　令和7年 国家公務員給与等実態調査 第2表

（法人の検証結果）
　当法人は政府開発援助の実施機関であり、財政支出の割合が高いことから、給与水
準については人事院勧告を踏まえたものとしている。国家公務員に比べ、都市部在勤
者及び大卒者以上（特に対国家公務員指数の計算上勘案されない大学院修了者）の
割合が高いものの、勤務地限定・職務限定制度、役職定年制度の導入による職員構
成の見直し等を引き続き実施した結果、年齢・地域・学歴勘案指標は106.2を実現して
いる。

・年齢・学歴勘案　　　　　　　　117.3

内容

・年齢・地域・学歴勘案　　　　106.2

・年齢勘案　　　　　　　　　　　　120.7

・年齢・地域勘案　　　　　　　　108.7

項目



４　モデル給与

５　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

（扶養親族がいない場合）
○22歳（本部大卒初任給） （注1,注2）

   月額 265,780円年間給与  4,111,077円
○35歳（本部主任調査役）　（注1）

   月額 473,737円年間給与　8,029,609円
       ○50歳（本部次長）

   月額 762,768円年間給与 12,935,333円

注1：　扶養親族がいる場合は、非管理職（役職定年後の職員及び再任用職員を除く）に限り、
扶養手当（子1人につき13,000円、扶養親族たる父母等1人につき6,500円）を支給

注2：　6月賞与に期間率が乗ぜられることを前提に試算

　中期計画に基づく毎事業年度の計画の達成状況及び業務実績を踏まえて各職員の人事評
価を実施し、評価結果を賞与及び昇給・昇格に反映しており、今後も見直しの予定はない。

講ずる措置

勤務地限定・職務限定制度の採用に加え、役職定年制度の導入等による職員構成の
見直しを進めた結果、第二期中期計画の最終年度（平成23年度）までの目標（年齢・
地域・学歴勘案109.8）を平成22年度に達成した。第三期中期計画期間（平成24年度
～平成28年度）及び第四期中期計画期間（平成29年度～令和3年度）にかけて、対国
家公務員指数が100前後で安定的に推移しており、第五期中期計画期間の令和4年
度～令和7年度においても概ね同水準であることから、引き続き職員構成等に留意
し、年齢・地域・学歴補正後の対国家公務員指数を適正な水準にするよう努める。

（主務大臣の検証結果）
　勤務地限定制度、職務限定制度、役職定年制度の着実な運用により、給与水準の
適正化が進展していることを確認した。

【国からの財政支出について】
支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合 39.75%
（国からの財政支出額　148,380,000千円、支出予算の総額　373,268,886千円：令和7
年度予算）
【支出総額（令和7年度決算）に占める給与・報酬等支給総額の割合】
4.66%
（支出総額447,478,677千円、給与・報酬等支給総額20,871,894千円）

【累積決算額について】
累積欠損額0円（令和7年度決算）



Ⅲ　総人件費について

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

千円 千円 千円 千円 千円

18,399,917 19,054,985 19,657,498 20,871,894
(A)

千円 千円 千円 千円 千円

1,366,972 918,311 1,696,044 890,984
(Ｂ)

千円 千円 千円 千円 千円

1,494,150 1,436,524 1,389,014 1,399,913
(Ｃ)

千円 千円 千円 千円 千円

(D) 3,186,205 3,274,122 3,326,903 3,426,982
千円 千円 千円 千円 千円

24,447,244 24,683,942 26,069,459 26,589,773
(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

総人件費について参考となる事項

Ⅳ　定年制度及び60歳以上の職員の給与制度

Ⅴ　その他

令和7年度においては、人事院勧告を参考にしつつ、特別都市手当の支給割合の引き上げ
と支給地域の拡大、本府省業務調整手当相当の基本給の引き上げを含む月例給及び年間
の賞与の支給月数を引き上げたため、給与、報酬等支給総額が増加した。また、上記のとお
り給与、報酬等支給総額が増加となったことにより、法定福利費等も増加し、最広義人件費も
対前年度で増加した。

役職定年制度を導入しており、令和5年度に定年年齢を60歳から61歳に引き上げた。なお、
定年年齢は2年毎に1歳ずつ段階的に引上げ、令和13年度以降は定年年齢を65歳とする。
定年年齢の引上げに伴い、定年年齢に達した職員については、令和6年度より新たな俸給制
度を設け従前の基本給から7割水準とすることとした。

特になし

給与、報酬等支給総額

区　　分

福利厚生費

注1: 第五期中期目標の開始年度は令和4年度。
注2：福利厚生費には、社会保険料等の法定福利費に加え、法定外福利費を含んでいるため、財務諸表
の附属明細書「役員及び職員の給与明細」の数字とは一致しない。

最広義人件費

非常勤役職員等給与

退職手当支給額


